
契 約 書（案）

１．件 名 事務用クライアントPC 借上及び設定

２．履 行 期 間 令和元年１１月 １日から

令和４年 ３月３１日まで

ただし、独立行政法人通則法に基づき作成した中長期計画が

国土交通大臣の許可を受けた場合は、令和５年１０月３１日

までとする。

３．契 約 金 額 ￥ －／月額

（うち消費税及び地方消費税の額 \ -）

４．対 象 物 品 別紙仕様書のとおり

５．履 行 場 所 国立研究開発法人建築研究所

６．契約保証金 免 除

上記の賃貸借について、契約職 国立研究開発法人建築研究所 理事長 緑川

光正（以下「甲」という。）と、

（以下「乙」という。） とは、おのおの対等な

立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実

にこれを履行するものとする。

（総 則）

第 １ 条 受注者は、この契約に定めるもののほか、別紙の仕様書に従い、受注者の

所有物である契約対象物品（以下「物品」という。）を発注者の使用に供するもの

とし、発注者は、その給付の対価として、受注者にその代金を支払うものとする。

（権利義務の譲渡等）

第 ２ 条 発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に

譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による相手方の承諾を得た場合

はこの限りでない。

（再委託の禁止等）

第 ３ 条 受注者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面によ

り発注者の承諾を得たときはこの限りではない。

２ 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負

わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住

所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載



した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。

３ 前項の規定は、受注者がコピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計の軽微

な業務を再委託しようとするときには、適用しない。

４ 第２項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。

５ 受注者が、委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者

の行為については、その責任を受注者が負うものとする。

（履行体制の把握）

第 ４ 条 受注者は、前条第２項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさら

に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第３項の軽微な業

務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う

業務の範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書面」という。）を発注者に

提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも

同様とする。

２ 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な

報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。

３ 受注者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の

行為については、その責任を受注者が負うものとする。

（管理義務）

第 ５ 条 発注者は、物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

２ 物品が発注者の故意又は過失によって損害を受けた場合、受注者は、その損害賠

償を発注者に対して請求できるものとする。

（管理主任者）

第 ６ 条 発注者は、物品の管理主任者を定めたときは、書面によりその官職又は氏

名を受注者に通知しなければならない。

（設置場所の変更）

第 ７ 条 発注者は、物品の設置場所を変更するときは、あらかじめ受注者に通知し、

受注者の承諾を得るものとする。

（天災不可抗力による損害）

第 ８ 条 天災その他不可抗力によって物品に損害が生じたときは、受注者は、速や

かにその回復措置を講じなければならない。この場合において、これらの復旧に要

する費用は、動産総合保険で補填された損害額を上限として受注者の負担とする。

（かし担保）

第 ９ 条 発注者は、当該物品にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定

めてこれを補修し又は代品に替え若しくは、損害の賠償を請求することができる。

２ 前項の規定によるかしの補修、又は代品に替え若しくは、損害賠償の請求は賃貸

借開始の日から起算して１年以内に、これを行わなければならない。



（契約内容の変更等）

第１０条 発注者又は受注者は、この契約内容を変更する必要が生じた場合は、契約

を変更することができる。この場合、発注者と受注者が協議して書面によりこれを

定めるものとする。

（発注者の解除権）

第１１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは契約を解除することが

できる。

一 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができない

と認められたとき。

二 第１２条の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。

三 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をい

う。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２項に規程する暴力団をいう。以下この号

において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認

められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。

ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約

の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く、）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

２ 発注者は、前項に規定する場合のほか必要があるときは３ヶ月の予告期間をもっ

て契約を解除することができる。

３ 第１項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、履行期間のう

ち契約を解除した日以降の期間に相応する契約金額の１０分の１に相当する額を違

約金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。

４ 第２項の規定により契約が解除され、受注者に損害を生じさせた場合、受注者は

発注者に対してその損害賠償を請求できるものとする。なお、その請求額は次式に

より計算されるものとする。



損害賠償請求額＝契約期間中に発注者が受注者に対して支払うべき賃貸借料金の

総額－発注者が既に受注者に対して支払った金額

（受注者の解除権）

第１２条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達するこ

とができないと認められるときは、契約を解除することができる。

（契約が解除された場合等の違約金）

第１３条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は頭書記載の契約

金額の10分の１に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内までに支払

わなければならいない。

一 第18条第１項の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合と

みなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法

（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更

生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再

生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 前条の規定により受注者が契約を解除したときは、発注者は前項に準じて受注者

に違約金を支払わなければならない。

４ 受注者がこの契約に基づく違約金又は遅延利息を発注者の指定する期限内に支払

わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日か

ら支払を完了する日まで年５パーセントの割合で計算した額を徴収する。

（履行の確認）

第１４条 受注者は、毎月、物品の稼働について発注者の確認を受けなければならな

い。

２ 発注者は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して１０

日以内に確認のための検査を完了し、履行確認を行うものとする。

（代金の請求及び支払）

第１５条 受注者は、前条第２項の履行確認を受けたときは、書面により発注者に代

金の請求をすることができる。

２ 発注者は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起

算して６０日以内に支払わなければならない。

３ 発注者がその責に帰すべき理由により前項の規定による代金の支払いが遅れた場

合、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年２．７％の割合を乗じて計算

した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

４ 受注者の責により、発注者の業務に支障が生じた場合は、発注者は、その時間に



相当する金額を控除した代金を受注者に支払うものとする。

（第三者に及ぼした損害）

第１６条 この契約の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次の各号に定める

ところにより、その損害を賠償しなければならない。

一 発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とす

る。

二 受注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、受注者の負担とす

る。

三 天災地変その他不可抗力により生じたものについては、発注者と受注者が協

議して定める。

（賠償金等の徴収）

第１７条 受注者がこの契約に基づく損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に

納付しないときは、発注者は、その納付しない額に発注者の指定する期間を経過し

た日から契約代金額支払いの日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した

額と、発注者が支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年５パーセン

トの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（装置の返還）

第１８条 発注者は、履行期間終了又はこの契約が解除になった場合は、物品を速や

かに受注者に返還しなければならない。

２ 受注者は、装置の返還に際して受注者の費用負担において、これに立ち合うもの

とする。

（保守サービス）

第１９条 受注者は発注者に対して、発注者の責に帰すべからざる事由により、リー

ス期間中に物件に性能的障害が生じた場合、無償にて修理し、または物件を取り替

えるものとする。

２ 前項において、修理または取り替える際には出来るだけすみやかに当該物件を回

収し、修理完了後、発注者は遅滞なく納品検査をするものとする。

（秘密の保持）

第２０条 受注者は、この契約により知り得た発注者の業務上の知識、秘密を第三者

に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

（補 則）

第２１条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項について

は、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。

上記契約の証として、本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ各自１



通を保有する。

令和 年 月 日

甲 茨城県つくば市立原１番地３

契約職

国立研究開発法人建築研究所

理 事 長 緑川 光正

乙


